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R6.3.18 子ども・子育て会議

こども家庭センターの設置について

１．背景・目的

〇国は、児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以

上に顕在化してきている状況等を踏まえ、令和４年に児童福祉法を改正し、全ての妊

産婦・子育て世帯・子どもへ母子保健分野と児童福祉分野が一体的に相談支援を行う

機能を有する「こども家庭センター」の設置を令和６年４月から市町村の努力義務と

し、相談支援体制の強化を図るとした。

〇本市では、「子育て世代包括支援センター」と「児童家庭相談室」を「子ども未来室」

内に設置し、妊娠期から子育て期の世帯への切れ目ない支援を一体的に取り組んでい

るところである。

〇本市の相談対応の状況としては、妊娠届出数が少子化の進行に伴い年々減少している

ものの、精神疾患の既往やシングル、若年妊娠など、支援を必要とするハイリスク妊婦

は増加傾向にある。加えて、養育等に関する相談件数も増加傾向である。そのため、虐

待等への予防的な観点から、２つの機能を再編・充実させた「こども家庭センター」を

設置することで相談支援体制の強化を図るもの。

２．業務概要

〇地域のすべての妊産婦・子育て家庭に対する支援業務

状況・実情の把握、母子保健・児童福祉に係る情報の提供、相談等への対応、健診等

○支援が必要な妊産婦や子育て家庭への支援業務

相談、通告の受付、ケース会議の開催、サポートプランの策定・更新、サポートプラン

に基づく支援等

○地域における体制づくり（こども計画策定に合わせ検討する）

地域資源の開拓、地域子育て相談機関の設定、家庭支援事業の利用勧奨、措置等

３．組織体制

〇設置にあたっては、こども家庭センター長をトップとして統括支援員（母子保健と児童

福祉分野双方について十分な知識をもつ者）を配置することになっている。

〇現在の「子ども未来室」の分掌する事務が、「こども家庭センター」の業務や機能を含

むことや、既に母子分野と児童福祉分野に亘って一体的に対応していることから、子ど

も未来室長がこども家庭センター長を担い、さらに統括支援員を新たに配置（増員）し、

体制の強化を図る。

○相談対応については、「子ども家庭課」の母子保健担当と児童家庭相談室で対応してい

るが、「児童家庭相談室」に相談機能を集約し、名称を「子ども家庭相談担当」とする。

４．設置時期

令和６年４月



《こども家庭センター体制図》

子ども家庭課 子ども育成課

子ども家庭相談担当
旧:児童家庭相談室

・児童家庭相談
・要保護児童対策地域協議会

・旧:子育て世代包括支援センター業務

(特定妊婦等への相談支援及びサポートプランの作成） 

母子保健担当
・妊娠届
・妊産婦・乳幼児健診
・育児支援・発達支援事業
・養育医療等
・旧:子育て世代包括支援センター業務
（はぐはぐOomuta）

はぐはぐ

統括支援員

子育て支援担当
・児童手当
・児童扶養手当
・公費三医療
・ひとり親支援

教育・保育施設担当
・保育所入所決定
・幼・認こ・保運営支援
・保育所施設整備
・教育保育施設監査

地域子ども支援担当
・学童保育所・クラブ
・病児・病後児保育
・ﾌｧﾐｻﾎﾟ、つどいの広場
・子育て短期支援

少子化担当
・結婚支援
・計画策定・推進
・(児童福祉)社福法
人現況確認等

天領保育所

◆こども家庭センターにおいて新たに追加される業務（こども計画策定に合わせ検討）
・地域資源の開拓 ・地域子育て相談機関の設定 ・家庭支援事業の利用勧奨、措置

令和 6年度において、取組方法や担い手、体制等を検討し、上記組織体制を見直す

子ども未来室
（こども家庭センター）


